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○ 歩行者も交通ルールを守ろう！

○ 地域・家庭で通学路等の安全を確かめよう！

○ 横断歩道は歩行者が優先です！

○ 飲酒運転を絶対にしない！させない！

○ あおり運転はやめよう！

○ 自転車利用者はヘルメット着用！

○ 守ろう！自転車の交通ルール

～自転車安全利用五則～
１ 車道が原則、左側を通行

歩道は例外、歩行者を優先

２ 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

３ 夜間はライトを点灯

４ 飲酒運転は禁止

５ ヘルメットを着用

ロービーム
約40m

約100m 歩行者発見！

見えない！
発見が遅れる！

ハイビーム

ロービームでは、横断歩行者
の発見が遅れます。
夜間の交通事故のほとんどが

ロービームで発生しています。

運転者は、ハイビームを活用！

歩行者は、反射材を活用！

歩行者も

安全確

歩行者・自転車利用者は

反射材を活用しましょう！

運動重点

① 子どもを始めとする歩行者の安全の確保

② 横断歩行者事故等の防止と安全運転意識の向上

③ 自転車ヘルメットの着用と交通ルール遵守の徹底


